
課
徴
金
事
案

（
不
公
正
取
引
）の
傾
向

１
．
課
徴
金
勧
告
件
数
は
過
去
２
番

目
の
高
水
準

２
０
０
５
年
４
月
の
課
徴
金
制
度

導
入
以
来
、
不
公
正
取
引
に
係
る
課

徴
金
勧
告
件
数
２
１
８
件
の
う
ち
、

内
部
者
取
引
に
係
る
事
案
が
１
７
９

件
と
８
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
不
公
正
取
引
編
で
は
、
内

部
者
取
引
に
係
る
事
案
に
焦
点
を
あ

て
て
説
明
し
て
い
る
。

13
年
度
（
13
年
４
月
〜
14
年
３

月
）
の
内
部
者
取
引
に
係
る
課
徴
金

勧
告
の
件
数
（
納
付
命
令
対
象
者
ベ

ー
ス
、
以
下
同
様
）
は
、
前
年
度

（
19
件
）
を
大
幅
に
上
回
る
32
件
と

な
り
、
05
年
４
月
に
課
徴
金
制
度
が

導
入
さ
れ
て
以
降
、
２
番
目
の
高
水

準
と
な
っ
た
。
な
お
、
勧
告
件
数
と

は
、
納
付
命
令
対
象
者
の
数
を
合
算

し
た
も
の
を
い
う
（
以
下
、
本
節
に

お
い
て
同
様
）。

⑴
違
反
行
為
者
数
は
情
報
受
領
者
が

関
係
者
を
上
回
る

内
部
者
取
引
に
係
る
違
反
行
為
者

は
、
会
社
関
係
者
お
よ
び
公
開
買
付

者
等
関
係
者
（
以
下
、
両
者
を
合
わ

せ
て
「
関
係
者
」）
と
、
こ
れ
ら
関

係
者
か
ら
重
要
事
実
の
伝
達
を
受
け

た
者
で
あ
る
第
一
次
情
報
受
領
者

（
以
下
、「
情
報
受
領
者
」）
に
大
別

で
き
る
。

09
年
度
以
降
、
情
報
受
領
者
を
違

反
行
為
者
と
す
る
勧
告
件
数
が
、
関

係
者
を
違
反
行
為
者
と
す
る
勧
告
件

数
を
上
回
る
状
況
が
続
き
、
13
年
度

で
も
、
22
件
と
内
部
者
取
引
に
係
る

勧
告
件
数
全
体
（
32
件
）
の
３
分

の
２
強
を
占
め
て
い
る
（
図
表
１
）。

た
と
え
ば
、
上
場
企
業
の
役
員
が
、

知
人
が
運
転
す
る
自
動
車
内
に
お
い

て
、
知
人
が
聞
い
て
い
る
の
を
知
り

な
が
ら
重
要
事
実
に
係
る
電
話
を
し

た
こ
と
か
ら
、
直
後
に
知
人
が
当
該

情
報
を
も
と
に
内
部
者
取
引
を
行
っ

た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
（
以
下
、「
監
視
委
」）
は
、
相
場
操
縦
、
内
部
者
取
引
な
ど
の
不
公
正
取
引
に
つ
い
て
の
取

引
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
法
令
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
や
、
開
示
検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
開
示
書
類
に
重
要
な

事
項
に
つ
い
て
の
虚
偽
記
載
等
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
お
よ
び
金
融
庁
長
官
に
対
し
て
課
徴
金
納

付
命
令
を
発
出
す
る
よ
う
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
金
融
機
関
関
係
者
を
始
め
と
す
る
市
場
参
加
者
に
対
し

て
課
徴
金
制
度
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
２
０
１
４
年
８
月
に
公
表
し
た
「
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
課

徴
金
事
例
集
」
を
紹
介
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
私
見
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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⑵
情
報
伝
達
者
は
契
約

締
結
者
が
過
半
を
占
め

る
上
場
会
社
等
の
非
公

表
の
重
要
事
実
を
伝
達

し
た
者（
以
下
、「
情
報

伝
達
者
」）の
属
性
に
つ

い
て
み
る
と
、当
該
上

場
会
社
等
と
な
ん
ら
か

の
契
約
を
締
結
し
て
い

る
者
（
以
下
、「
契
約
締

結
者
」）
に
よ
る
内
部

者
取
引
が
16
件
と
全
体

の
７
割
強
を
占
め
て
い

る（
図
表
２
）。た
と
え

ば
、上
場
会
社
と
株
式

引
受
契
約
を
締
結
し
て

い
た
契
約
締
結
者
の
役

員
が
、
契
約
の
履
行
に

関
し
知
っ
た
当
該
上
場

会
社
の
重
要
事
実
に
基

づ
き
自
ら
内
部
者
取
引

を
行
う
と
と
も
に
、
飲

食
の
席
な
ど
で
知
人
に

当
該
情
報
を
漏
ら
し
た

た
め
、
こ
の
情
報
を
提

供
さ
れ
た
複
数
の
者
も

内
部
者
取
引
を
行
う
こ

と
と
な
っ
た
事
例
が
認

め
ら
れ
た
。

⑶
大
型
公
募
増
資
の
情
報
伝
達
者
は

証
券
会
社
社
員

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
に
集
中
し

た
大
型
公
募
増
資
案
件
に
つ
い
て
、

監
視
委
の
調
査
の
結
果
、
主
幹
事
証

券
会
社
等
の
営
業
員
等
か
ら
重
要
事

実
の
伝
達
を
受
け
た
国
内
外
の
プ
ロ

投
資
家
に
よ
る
内
部
者
取
引
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
複
数
の
事
案
で
判

明
し
た
。
監
視
委
で
は
こ
れ
ま
で
、

11
年
度
に
１
件
、
12
年
度
に
６
件
の

課
徴
金
納
付
命
令
勧
告
を
実
施
し
て

き
た
が
、
本
事
例
集
の
対
象
と
な
る

13
年
度
に
も
、
４
件
の
課
徴
金
納
付

命
令
勧
告
を
実
施
し
た
。

課
徴
金
納
付
命
令
対
象
者
の
属
性

は
、
い
ず
れ
も
情
報
受
領
者
で
あ
り
、

情
報
伝
達
者
の
属
性
は
、
契
約
締
結

者
等
と
し
て
内
部
情
報
を
得
た
証
券

会
社
の
社
員
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
違

反
行
為
に
係
る
重
要
事
実
は
、
い
ず

れ
も
新
株
等
発
行
（
公
募
増
資
）
で

あ
っ
た
。

一
連
の
事
案
を
み
る
と
、
情
報
伝

達
を
行
っ
た
主
幹
事
証
券
会
社
等
は

大
手
証
券
会
社
で
あ
り
、
か
つ
、
違

反
行
為
者
に
は
、
国
内
の
投
資
運
用

業
者
等
プ
ロ
の
投
資
家
が
含
ま
れ
て

い
た
。
監
視
委
に
よ
る
調
査
・
証

券
検
査
の
結
果
を
み
る
と
、「
噂
だ
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〔図表１〕 違反行為者の属性に係る状況

年度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 計

166条違反に係る行為者 4 11 13 16 25 18 8 14 27 3 139

会社関係者 4 8 9 14 13 8 2 5 10 3 76

第一次情報受領者 0 3 4 2 12 10 6 9 17 0 63

167条違反に係る行為者 0 0 3 3 13 2 7 5 5 4 42

公開買付等関係者 0 0 0 1 4 0 1 0 0 1 7

第一次情報受領者 0 0 3 2 9 2 6 5 5 3 35

第一次情報受領者　合計 0 3 7 4 21 12 12 14 22 3 98

合計 4 11 16 19 38 20 15 19 32 7 181
（注） 　年度とは、当年４月～翌年３月をいう。ただし、14年度は14年４月から５月末まで（図表２も同じ）。

〔図表２〕 情報伝達者の属性に係る状況

年度 06 07 08 09 10 11 12 13 14 計

会社関係者（166条） 3 4 2 12 10 6 9 17 0 63

発行会社役員 2 0 1 4 2 2 0 3 0 14

発行会社社員 0 1 0 5 1 0 2 1 0 10

契約締結者 1 3 1 3 7 4 7 13 0 39

公開買付者等関係者（167条） 0 3 2 9 2 6 5 5 3 35

買付者役員 0 1 0 0 1 0 1 0 3 6

買付者社員 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6

契約締結者 0 2 2 7 1 4 4 3 0 23

合計 3 7 4 21 12 12 14 22 3 98



が
」
な
ど
と
付
言
す
れ
ば
問
題
は
な

い
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
形
式
的
に

は
法
令
を
遵
守
し
て
い
る
よ
う
に
装

い
な
が
ら
実
質
的
に
法
令
に
違
反
す

る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

２
．
内
部
取
引
の
未
然
防
止
が
課
題

内
部
者
取
引
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
、
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
内

部
者
取
引
管
理
規
程
を
整
備
す
る
な

ど
、
内
部
者
情
報
を
適
切
に
管
理
す

る
態
勢
を
構
築
し
、
そ
れ
を
維
持
・

運
営
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
節
冒
頭
で
述
べ

た
よ
う
に
、
内
部
者
取
引
の
未
然
防

止
が
依
然
と
し
て
大
き
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
13
年
度
の
勧
告
事
案

に
お
け
る
調
査
の
過
程
で
監
視
委
が

把
握
し
た
上
場
会
社
の
内
部
者
取
引

管
理
態
勢
の
状
況
に
つ
い
て
説
明
す

る
。

⑴
管
理
規
程
が
現
行
法
と
齟
齬

上
場
会
社
の
多
く
が
、
各
証
券
取

引
所
の
有
価
証
券
上
場
規
程
等
に
従

い
、
内
部
者
取
引
に
係
る
管
理
規
程

を
設
け
て
い
る
が
、
金
融
商
品
取
引

法
の
改
正
に
あ
わ
せ
て
同
規
程
を
見

直
す
作
業
が
十
分
に
行
わ
れ
て
お
ら

ず
、
現
行
の
金
融
商
品
取
引
法
の
規

定
と
齟
齬
す
る
状
況
と
な
っ
て
い
る

会
社
も
散
見
さ
れ
た
。

⑵
管
理
態
勢
の
未
整
備
で
、
情
報
漏

洩
に
上
場
会
社
役
員
が
関
与

内
部
者
取
引
管
理
態
勢
を
有
効
に

機
能
さ
せ
る
に
は
、
社
内
に
情
報
管

理
責
任
者
や
情
報
を
管
理
統
括
す
る

部
署
（
以
下
、「
情
報
管
理
責
任
者

等
」）
を
設
置
し
、
重
要
事
実
に
係

る
情
報
を
管
理
す
る
態
勢
を
と
る
と

と
も
に
、
業
務
の
必
要
上
社
外
に
重

要
事
実
を
伝
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
場

合
に
は
、
当
該
重
要
事
実
に
関
す
る

秘
密
を
保
持
す
る
措
置
を
講
じ
た
り
、

業
務
上
取
得
す
る
他
社
の
重
要
事
実

に
係
る
情
報
を
適
切
に
管
理
す
る
措

置
を
講
じ
た
り
す
る
な
ど
、
重
要
事

実
に
係
る
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
措
置
等
が
的

確
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ

り
、
上
場
会
社
の
役
職
員
の
関
与
が

認
め
ら
れ
る
事
例
が
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
上
場
会
社
と
の
間
で
締
結
し

た
契
約
の
履
行
に
関
し
、
当
該
上
場

会
社
の
社
員
が
重
要
事
実
に
関
す
る

秘
密
を
保
持
す
る
措
置
を
講
じ
な
い

ま
ま
取
引
先
で
あ
る
別
の
上
場
会
社

の
社
員
に
重
要
事
実
を
伝
え
、
重
要

事
実
を
伝
え
ら
れ
た
取
引
先
の
社
員

は
、
こ
の
事
実
を
自
社
の
情
報
管
理

責
任
者
等
に
報
告
せ
ず
こ
の
事
実
を

も
と
に
内
部
者
取
引
を
行
っ
た
と
い

う
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

⑶
役
職
員
が
必
要
な
届
出
や
許
可
を

得
な
い
ま
ま
売
買

役
職
員
に
よ
る
株
式
売
買
を
社
内

で
適
正
に
管
理
す
る
こ
と
も
、
内
部

者
取
引
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の

手
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、

自
社
株
に
つ
い
て
は
、
上
場
会
社
の

過
半
数
に
お
い
て
事
前
（
場
合
に
よ

っ
て
は
事
後
）
の
届
出
や
許
可
と
い

っ
た
規
程
が
明
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

他
社
株
の
売
買
に
つ
い
て
も
同
様
の

管
理
態
勢
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
売
買
管
理
態
勢

が
と
ら
れ
て
い
る
会
社
の
な
か
で
も
、

役
職
員
が
必
要
な
届
出
や
許
可
を
得

な
い
ま
ま
売
買
し
て
い
る
状
況
が
認

め
ら
れ
る
な
ど
、
必
ず
し
も
こ
う
し

た
規
程
が
適
正
に
運
用
さ
れ
て
い
な

い
状
況
が
確
認
さ
れ
た
。

な
お
、
近
年
、
日
本
証
券
業
協
会

が
運
営
す
る
Ｊ

－

Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
（
内

部
者
登
録
・
照
合
シ
ス
テ
ム
）
に
登

録
す
る
上
場
会
社
が
８
割
を
超
え
、

内
部
者
取
引
の
未
然
防
止
の
た
め
積

極
的
に
活
用
し
て
い
る
会
社
が
増
加

し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
場
会
社
に
設
け

ら
れ
る
内
部
者
取
引
管
理
態
勢
に
は
、

い
く
つ
か
の
手
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
を
適
正
に
維
持
運
営
す
る
た
め

に
は
、
各
種
規
程
や
制
度
を
設
け
る

だ
け
で
は
な
く
、
内
部
者
取
引
に
対

す
る
役
職
員
の
規
範
意
識
を
醸
成
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

課
徴
金
事
案

（
開
示
規
制
違
反
）の
傾
向

１
．
制
度
発
足
以
降
、
85
件
の
勧
告

を
行
う

05
年
４
月
に
課
徴
金
制
度
が
開
始

さ
れ
て
以
降
、
監
視
委
は
14
年
６
月

末
ま
で
に
、
開
示
規
制
違
反
等
に
対

し
て
85
件
、
計
77
億
６
０
２
７
万
９

９
７
９
円
の
課
徴
金
納
付
命
令
勧
告

を
行
っ
た
。

⑴
虚
偽
記
載
が
９
割
超
を
占
め
る

勧
告
の
内
訳
を
み
る
と
、「
開
示

書
類
の
虚
偽
記
載
」
に
対
す
る
も
の

が
81
件
、「
開
示
書
類
の
不
提
出
」

に
対
す
る
も
の
が
３
件
、「
公
開
買

付
開
始
公
告
の
不
実
施
」
に
対
す
る

も
の
が
１
件
で
あ
る
（
図
表
３
）。

13
年
度
に
お
い
て
は
、
開
示
書
類

の
虚
偽
記
載
に
対
し
て
９
件
、
計
10

億
４
８
３
６
万
９
９
９
９
円
の
課
徴

金
納
付
命
令
勧
告
を
行
っ
た
。
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⑵
新
興
市
場
銘
柄
へ
の
勧
告
率
が
高

い
傾
向

違
反
行
為
者
（
発
行
者
で
あ
る
会

社
）
を
市
場
別
に
分
類
す
る
と
、
本

則
市
場
・
新
興
市
場
と
も
に
44
件
ず

つ
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
４
）。

上
場
企
業
の
う
ち
新
興
市
場
銘
柄

は
３
分
の
１
程
度
し
か
な
い
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
新
興
市
場
銘
柄
に
対

す
る
勧
告
率
が
相
当
に
高
い
傾
向
に

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

具
体
的
な
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

一
般
に
、
新
興
市
場
で
は
会
社
の
規

模
が
小
さ
く
、
意
思
決
定
権
限
や
事

務
分
担
が
特
定
の
役
職
員
に
集
中
す

る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
、
特
定
部
門

に
お
け
る
不
正
が
会
社
全
体
の
財
務

に
大
き
な
影
響
を
与
え
や
す
い
こ
と

が
、
そ
の
背
景
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。

13
年
度
は
、
勧
告
を
行
っ
た
９
件

の
う
ち
６
件
が
本
則
市
場
の
上
場
会

社
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
上
場
会

社
で
は
、
海
外
子
会
社
に
対
す
る
管

理
体
制
の
不
備
や
、
過
剰
な
業
績
重

視
の
企
業
風
土
等
に
起
因
し
て
、
不

適
正
な
会
計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。

⑶
情
報
・
通
信
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
、

卸
売
業
へ
の
勧
告
が
多
い

次
に
、
違
反
行
為
者
を
業
種
別
に

み
る
と
、
情
報
・
通
信
業
（
18
件
）、
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〔図表３〕 課徴金納付命令勧告の内訳
（単位　件）

年度 06 07 08 09 10 11 12 13 14 計

虚偽記載の勧告件数 3 8 11 9 18 9 9 9 5 81

不提出の勧告件数 - - 0 0 1 2 0 0 0 3

公開買付に係る勧告件数 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

（注） 　年度とは当年４月から翌年３月をいう。ただし、14年度は６月30日まで（図表４～６も同じ）。

〔図表４〕 「開示書類の虚偽記載」に係る違反行為者（発行者である会社）の市場別分類
（単位　社）

年度 06 07 08 09 10 11 12 13 14 計

東証

東証１部（本則） 2 5 4 2 6 0 1 4 1 25

（うち旧大証１部） 1 1 2 0 2 0 0 1 0 7

東証２部（本則） 0 1 2 1 1 1 1 3 0 10

（うち旧大証２部） 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4

マザーズ 0 0 1 2 7 2 3 0 1 16

ジャスダック 2 3 4 3 3 2 3 3 1 24

名証
名証１部（本則） 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4

セントレックス 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

札証
札証（本則） 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

アンビシャス 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

福証（本則） 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

本則市場計 3 6 11 4 7 1 3 7 2 44

新興市場計 2 3 5 5 10 7 6 3 3 44

（注） 1.　個人による虚偽記載は含まない（図表５、６も同じ）。
（注） 2.　複数の市場に上場している違反行為者があるため、本表における合計数と実際の勧告件数は一致しない。
（注） 3.　13年７月16日、東証と大証の現物市場が統合された。なお、13年７月15日以前に勧告を行った違反行為者について、

東証１部と大証１部に上場していた場合には「東証１部」の欄に２件、「うち旧大証１部」の欄に１件と表示している
（東証２部と大証２部に上場していた場合も同様）。



サ
ー
ビ
ス
業
（
13
件
）、

卸
売
業
（
10
件
）、
と
い

っ
た
業
種
で
勧
告
が
多
く

な
っ
て
い
る
（
図
表
５
）。

情
報
・
通
信
業
で
は
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
ラ
イ
セ

ン
ス
等
の
無
形
固
定
資
産

が
、
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
業

や
食
料
品
の
業
種
で
は
、

著
作
権
や
エ
リ
ア
営
業
権

と
い
っ
た
無
形
固
定
資
産

が
不
適
正
な
会
計
処
理
に

利
用
さ
れ
る
事
例
が
み
ら

れ
る
。

無
形
固
定
資
産
は
、
一

般
的
に
、
資
産
の
状
況
を

目
で
み
て
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
や
、
資

産
計
上
額
に
将
来
予
測
の

要
素
が
多
く
含
ま
れ
る
こ

と
、
劣
化
が
早
く
一
度
に

多
額
の
損
失
が
発
生
し
や

す
い
と
い
っ
た
特
徴
が
あ

り
、
不
適
正
な
会
計
処
理

に
利
用
さ
れ
や
す
い
勘
定

科
目
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
13
年
度
に
お
い

て
も
、
サ
ー
ビ
ス
業
（
３

件
）
と
情
報
・
通
信
業

（
２
件
）
の
業
態
で
勧
告

件
数
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
違
反
事

実
の
態
様
を
み
る
と
、
そ
の
う
ち
の

４
件
は
、
土
地
や
の
れ
ん
、
有
価
証

券
と
い
っ
た
資
産
に
つ
い
て
適
切
な

評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
。

⑷
特
別
利
益
（
損
失
）、
資
産
、
売

上
高
の
不
正
が
多
い

違
反
行
為
の
科
目
別
の
内
訳
で
は
、

特
別
利
益
ま
た
は
特
別
損
失
（
24

件
）、
資
産
（
21
件
）、
売
上
高
（
20

件
）
に
お
い
て
、
勧
告
件
数
が
多
く

な
っ
て
い
る
（
図
表
６
）。

13
年
度
に
お
い
て
は
、
資
産
の
科

目
で
７
件
、
特
別
損
失
の
科
目
で
４

件
の
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。
特
別
損

失
の
内
訳
は
、
の
れ
ん
の
過
大
計
上

に
よ
る
損
失
の
不
計
上
が
２
件
、
投

資
有
価
証
券
評
価
損
の
過
少
計
上
が

１
件
、
土
地
の
減
損
損
失
の
不
計
上

が
１
件
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も

会
社
が
所
有
す
る
資
産
に
つ
い
て
適

切
な
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。

２
．
最
近
の
開
示
規
制
違
反
の
手
法

不
適
正
な
会
計
処
理
に
用
い
ら
れ

る
手
法
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
最
近
の

開
示
検
査
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
不

正
の
パ
タ
ー
ン
が
し
ば
し
ば
確
認
さ

れ
て
い
る
。
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〔図表５〕 「開示書類の虚偽記載」に係る違反行為者（発行者である会社）の業種別分類
（単位　社）

年度 06 07 08 09 10 11 12 13 14 計
情報・通信業 0 4 1 1 4 5 0 2 1 18
サービス業 0 0 1 1 5 1 1 3 1 13
卸売業 0 0 2 3 2 0 3 0 0 10
建設業 2 1 3 0 0 1 0 0 0 7
電気機器 0 1 0 0 2 1 0 1 0 5
小売業 0 2 0 1 0 0 1 1 0 5
機械 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
不動産業 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
食料品 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
倉庫・運輸関連業 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
（注） 1.　業種の別は、証券コード協議会「業種別分類に関する取扱要領」による。
（注） 2.　勧告件数が２件以上の業種のみ掲載している。

〔図表６〕 「開示書類の虚偽記載」に係る違反行為の科目別分類
（単位　件）

年度 10 11 12 13 14 計
売上高 7 5 3 2 3 20
売上原価 0 1 1 2 0 4
販売費および一般管理費 2 1 0 2 0 5
営業外利益または営業外費用 1 0 0 1 0 2
特別利益または特別損失 9 6 5 4 0 24
資　産 5 4 4 7 1 21
負　債 0 0 1 1 0 2
純資産 0 0 0 2 1 3
（注） 　複数の科目にわたる虚偽記載を認定し勧告した事例があるため、本表における合計数と実際の勧告件数は一致しない。



①
不
適
切
な
会
計
処
理
の
隠
蔽
を
図

る
た
め
、
海
外
子
会
社
や
海
外
フ
ァ

ン
ド
が
利
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
。
粉
飾

の
仕
組
み
が
複
雑
化
し
、
ま
た
、
国

境
を
ま
た
ぐ
こ
と
に
よ
り
正
確
な
実

態
の
把
握
が
困
難
と
な
る
た
め
、
長

期
間
に
わ
た
っ
て
不
正
が
表
面
化
し

な
い
こ
と
が
あ
る
。

②
海
外
子
会
社
等
に
お
い
て
不
適
切

な
会
計
処
理
が
行
わ
れ
、
連
結
財
務

諸
表
に
影
響
が
及
ぶ
ケ
ー
ス
。
企
業

の
海
外
進
出
が
拡
大
す
る
な
か
、
海

外
子
会
社
等
の
財
務
情
報
に
対
し
て
、

現
地
固
有
の
統
制
環
境
や
リ
ス
ク
の

評
価
も
ふ
ま
え
た
適
切
な
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
が
実
施
で
き
て
い
る
か
と
い
っ

た
、
企
業
集
団
全
体
と
し
て
の
内
部

統
制
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

③
経
営
者
や
取
締
役
等
の
会
社
幹
部

が
主
導
し
て
不
適
正
な
会
計
処
理
を

行
う
ケ
ー
ス
。
と
く
に
新
興
企
業
で

は
、
会
社
幹
部
の
発
言
力
が
大
き
く

管
理
部
門
が
弱
い
傾
向
が
あ
り
、
会

社
幹
部
に
対
す
る
牽
制
が
機
能
し
て

い
な
い
な
ど
の
内
部
統
制
上
の
問
題

を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

＊　

＊　

＊

本
稿
で
は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が
、

本
事
例
集
の
不
公
正
取
引
編
に
お
い

て
は
、
内
部
者
取
引
に
係
る
勧
告
事

例
を
24
件
、
相
場
操
縦
に
係
る
勧
告

事
例
を
９
件
、
偽
計
に
係
る
勧
告
事

例
を
１
件
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、
不

公
正
取
引
の
未
然
防
止
に
役
立
て
て

い
た
だ
く
よ
う
「
上
場
会
社
に
お
け

る
内
部
者
取
引
管
理
態
勢
の
状
況
に

つ
い
て
」
の
項
を
新
た
に
設
け
た
。

ま
た
、
開
示
規
制
違
反
編
に
お
い
て

は
、
開
示
書
類
の
虚
偽
記
載
に
係
る

課
徴
金
納
付
命
令
の
勧
告
事
例
を
16

件
、
開
示
書
類
の
不
提
出
に
係
る
勧

告
事
例
を
２
件
掲
載
し
て
お
り
、
個

別
事
例
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
、
具

体
的
な
虚
偽
記
載
等
の
態
様
に
加
え
、

不
正
の
背
景
等
に
も
言
及
し
て
い
る
。

本
事
例
集
が
市
場
監
視
行
政
の
透

明
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
証
券
市

場
を
巡
る
ル
ー
ル
の
共
有
の
促
進
を

通
じ
て
、
幅
広
い
市
場
関
係
者
の
自

主
的
な
規
律
の
向
上
に
役
立
つ
こ
と

を
期
待
し
て
い
る
。

な
お
、
本
事
例
集
本
体
に
つ
い
て

は
、
以
下
の
監
視
委
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

http://w
w

w
.fsa.go.jp/sesc/jirei/

torichou/20140829/01.pdf
http:/ /w

w
w

.fsa.go.jp/sesc/jirei/
kaiji/20140829/01.pdf

１
月
22
日
、
同
26
日
に
発
行
が
予

定
さ
れ
る
20
年
債
の
入
札
が
行
わ
れ

た
。
証
券
会
社
や
金
融
機
関
の
ト
レ

ー
ダ
ー
に
と
っ
て
は
、
財
務
省
か
ら

国
債
を
仕
入
れ
、
そ
の
後
の
日
銀
に

よ
る
資
金
供
給
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

応
じ
て
国
債
を
売
っ
て
サ
ヤ
を
稼
ぐ

と
い
う
の
が
日
常
的
な
業
務
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
日
も
入
札

自
体
は
無
難
な
結
果
と
な

り
、
約
１
・
２
兆
円
の
販

売
先
が
決
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
国
債
の
流

通
市
場
で
は
異
変
が
生
じ

て
い
た
。
超
長
期
ゾ
ー
ン

で
売
り
が
発
生
し
、
20
年

以
上
の
国
債
は
軒
並
み
前

日
比
０
・
15
％
以
上
も
金

利
が
上
昇
（
価
格
は
下

落
）
す
る
事
態
と
な
っ
た

の
だ
。
そ
の
結
果
、
20
年

債
の
入
札
に
応
じ
た
市
場

参
加
者
は
在
庫
に
多
額
の
含
み
損
を

抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
23
日
に

は
日
銀
に
よ
る
国
債
買
切
り
オ
ペ
の

入
札
も
実
施
さ
れ
た
が
、
残
存
期
間

10
年
超
25
年
以
下
の
買
入
金
額
は
２

４
０
０
億
円
に
す
ぎ
ず
、
足
も
と
で

発
生
し
た
供
給
を
吸
収
す
る
ほ
ど
の

需
要
と
は
な
ら
な
い
。
金
利
高
止
ま

り
が
続
い
た
こ
と
か
ら
、
各
社
ト
レ

ー
ダ
ー
の
１
月
の
損
益
は
軒
並
み
マ

イ
ナ
ス
と
な
っ
た
。

国
債
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
不
安
定
化
は
、

こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
。
ス
イ
ス
中
銀

や
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
よ
る
金
融
政
策
変
更
の

動
き
な
ど
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
ズ
と

は
別
に
、
損
失
を
抱
え
た
ト
レ
ー
ダ

ー
が
リ
ス
ク
テ
イ
ク
に
消
極
的

に
な
り
、
市
場
仲
介
機
能
を
十

分
に
果
た
せ
な
く
な
っ
て
い
る

側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

22
日
の
売
り
の
仕
掛
け
人
は

某
メ
ガ
バ
ン
ク
と
大
手
の
外
資

系
証
券
会
社
と
推
測
さ
れ
て
い

る
（
真
相
は
藪
の
中
）。
某
メ

ガ
バ
ン
ク
は
今
期
の
決
算
が
好

調
な
た
め
、
い
ま
売
却
益
を
計

上
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
こ
で
、

４
月
以
降
を
満
期
と
す
る
プ
ッ

ト
（
売
る
権
利
）
の
買
い
と
コ

ー
ル
（
買
う
権
利
）
の
売
り
で

受
渡
し
を
来
期
に
先
延
ば
し
に
し
た

と
み
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
外
資
系

証
券
会
社
は
手
数
料
収
入
が
狙
い
で

は
な
く
、
情
報
を
利
用
し
て
ト
レ
ー

ド
に
生
か
そ
う
と
し
た
と
み
ら
れ
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
自
己
勘
定
取

引
禁
止
は
、
日
本
に
ま
で
及
ば
な

い
？

国債マーケット不安定化の背景
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